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 2020 年が終わろうとしています。中国武漢で始まった新型コロナ感染拡大から 1 年、日本での感染拡大と政府の緊

急休校要請から約１０か月。令和 2年度に入ってからの教育活動は、新しい生活様式とガイドラインを軸に、新たな取組へ

の挑戦の連続でした。臨時休校、学校再開、分散登校、夏休みの短縮、宿泊行事の変更。その間、保護者、地域の皆

様には、ご理解とご協力、そして多くのご心配をおかけしました。 

2020 年 1 月 2０日、私は中国 青島の日本人学校に勤務しており、領事館や日本人会から「武漢が感染病で大変な

ことになっているらしい」という情報が入ってきました。すぐに、手洗い・マスクなどの指導はしましたが、その後、そのことが世界

規模のパンデミックにつながろうとは想像もしていませんでした。1 月 23 日、春節休みに入る前日、下校する子どもたちを見

送ったことが子どもたちとの最後の時間になりました。外出制限、学校再開の見通しが立たないまま、3 月 7 日 ZOOM 卒業

式、8 日の緊急帰国、11 日の日本と青島をつないでの ZOOM 修了式等を終え、何とか心の整理をつけて、4 月 1 日、山

田小学校の校長に着任しました。山田小の子どもたちとの出会いは、その後の学校運営の原動力になりました。 

 2020 年は、すべての人々にとって試練の年でした。しかし、感染拡大防止という共通の思いをもって、自分の行動や生き

方を深く考える年でもありました。今後、ワクチンの開発と接種も来年、再来年という中で実施されることでしょう。明けない夜

はありません。コロナ後の世界に向かって、今できることを保護者、地域の皆様とともに考え進んでいきたいと思います。 

冬休み中（12月 28日～R3年 1月 5日）の緊急連絡について 

 ■お子様が新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断された場合 

■お子様が事件・事故等に巻き込まれた場合 

 12月 28日（月）、1月 4日（月）5日（火）・・・電話 944-5978（北部学校教育事務所） 

 12月 29日（火）～1月 3日（日）・・・・・・・1月 4日以降に、電話 944-5978（北部学校教育事務所） 

※合わせて山田小学校のショートメールで①クラス②お子様の名前③状況をお知らせいただけると助かります。 

◇１年、２年       070-1307-2189 

◇５・6組、3年、4年   070-3155-6035 

◇5年、6年        080-4460-3708            ※番号のお間違えにお気を付けください。 

※お子様の朝の健康観察、健康観察票への記入は、冬休み中も引き続きお願いいたします。 

冬休み後の登校について 
■お子様の体調が優れない場合、特に発熱、かぜ症状、全身倦怠感（だるさ）、息苦しさがある場合は、無理することなく自

宅で休養してください。 

【出欠席について】現在、横浜市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する目的で、次のような場合は、欠席で

なく出席停止等としています。 

① 児童生徒が医師から「新型コロナウイルス感染症」と診断されたとき 

② 児童生徒に発熱等風邪症状や、新型コロナウイルス感染の疑いがあり検査をするときなど   

③ 児童生徒が「濃厚接触者」と特定されたとき 

④ 児童生徒に「基礎疾患等」があり、主治医との相談により登校を控えるよう指示されたとき 

⑤ 家族が PCR等検査を受けたり体調不良だったりするため、児童生徒が登校を控えるとき 

    

 

※家族が PCR 検査等を受けたり濃厚接触者と特定されたりした場合でも、お子様本人が濃厚接触者と 特定されたり自宅での

健康観察を指示されたりしていなければ、お子様は登校することができます。  

すっかり黄葉した

公孫樹（12/23） 

ブロッコリーの花が咲きました（個別級） 


